
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には事務所通信を送らせていただきます 

★決算日までに確認しておくべき事項                

 
 決算業務をスムーズに進めるには、売掛債権、たな卸資産、固定資産などについて決算
日までに確認しておく事項がありますが、本年は消費税率引き上げ後はじめての決算なの

で、まずは消費税処理の再確認をしましょう。 

 

・9月30日以前に販売した商品の返品処理時の消費税率を再確認する。 

・10％と軽減税率が混在する経費取引の適用税率を再確認する。 

・滞留債権・不良在庫への対応、不良在庫の処分などを検討する。 

・今期に取得した固定資産が、実際に事業のために稼働しているかを確認する。 

・仮払金・立替金を必ず精算する。 

★４月１日から不動産賃貸契約のルールが見直されます 

 
 
 ４月1日施行の改正民法では、不動産賃貸契約における原状回復義務や敷金、債務の保
証のルールが変わります。 

 

・通常の使用によって生じた損耗や経年変化については、借り手に原状回復義務がないこ

とが法律上明確になります。 

・敷金については、敷金の概念やその返還についても明確になります。 

・借り手に個人の保証人を求める場合には、「極度額」を定めることが必須となります。 

★労働時間・休日は労基法に対応していますか？  

 
 
 ４月から、中小企業にも改正労働基準法における残業の上限規制が適用されます。まず
は法令が定める労働時間、休日、時間外労働（残業）について正しく理解しましょう。 

 

・法定労働時間：原則として１日８時間・１週40時間以内を超えてはいけない。 

・法定休日：１週間に１日又は4週を通じて４日以上与えなければならない。 

・残業時間：法定労働時間を超えて働かせると法定外時間外労働（残業）となる。 

・割増賃金：法定労働時間を超える残業には一定の割増賃金の支払いが必要になる。 

 


